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１ はじめに 
 
 近年の科学技術及び情報化の著しい進展により、電波利用に対する需要は高ま
る一方である。特に電波を用いた移動体通信は、国民生活のなかに急速に普及し
てきており、コードレス電話や携帯電話などは家庭電化製品と同様、日常生活の
ごく身近な場面において活用されるようになってきている。 
 
 我々は、従来より太陽からの電波をはじめ、テレビやラジオの電波、衛星から
の電波など四六時中、電波に囲まれた暮らしをしてる。電波利用のますますの進
展に伴い、電波による健康への影響に対する一般利用者の関心が年々高まってき
ている。しかし、電波や電磁波に対する理解が十分でない解説記事も見受けられ、
一般利用者が混乱されられる一因となっている。 
 
 電磁波が人体に与える影響については、これまで 40年以上にわたって様々な
研究がなされてきており、国際的なコンセンサスを得ている項目が数多くある。
我が国においては、これらの研究結果に基づき、電波のエネルギーが人体に好ま
しくない影響を及ぼさないよう、指針となる電波のエネルギー量等に関して、平
成 2年(1990年)に電気通信技術審議会から「電波利用における人体の防護指針」
（通称、「電波防護指針」）が答申されている。防護指針の値は、十分な安全率を
考慮した人体防護を前提としたものである。また、この答申に基づき、平成 5
年（1993 年）、（財）電波システム開発センター（現在の（社）電波産業会）が
「電波防護標準規格」を策定しており、民間レベルのガイドラインとして活用さ
れているところである。 
 
 最近の移動体通信の急速な発達は、無線機器の小型化に伴う携帯型端末の普及
によるところが大きく、これに伴い電波利用形態も大きく変化している。従来、
移動体端末を使用する場合は、電波の主な発射源であるアンテナが身体から一定
の距離はなれていることが一般的であったが、現在、携帯端末を使用する場合、
そのアンテナは身体のより近い位置に存在するようになっている。このため、平
成８年３月「人体の電波防護の在り方に関する調査研究報告」でも報告されてい
るように、電波防護の考え方も電波の発射源の近傍における伝搬の特性を考慮し、
身体の局所における電磁波の吸収量を考慮することが重要となっており、このよ
うな点を踏まえ、防護指針を具体化する必要が出てきている。 
 
 無線局をはじめとする各種の電波利用設備から発射されている電波は、日常生
活の範囲においては、非常に弱いエネルギー分布であり、懸念されているような
有害な生体作用が起きることはなく安全であると考えられている。というのは、
現在まで、数多くの動物実験・疫学調査等が行われているが、これらの結果を総
合的に勘案すると国際的にも電波防護指針を満たす範囲の電波では、がんを含め
健康に悪影響を及ぼすという証拠は見つかっていないからである。 
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 しかし、電波が人体に与える影響については、神経系・免疫系などの相当数の
実験等が行われながらも、まだ十分に解明されていない部分も残されていること
も事実であり、今後研究を進めるべき項目を明らかにし、国際的な連携を図りつ
つ継続的な研究を進めていることが必要不可欠である。 
 
 本答申においては、最近の研究結果、海外における動向等を踏まえ、人体が電
磁波に局所的にさらされる場合等の人体の防護指針を提示するとともに、今後の
電波防護指針の取り扱いについて考え方を示している。また、今後研究を進める
ことが必要な項目についても取りまとめを行っている。今後、本答申の主旨に照
らし、人体の安全性の確立と電波利用の推進を進めていくことが望ましい。 

 
 
２ 目的と範囲 
 

 電波防護指針は、十分な安全率を考慮した人体防護を前提に、電波の強さが人
体に好ましくない作用を及ぼさないレベルであるのかどうかの指針を示すこと
によって、社会・経済的に需要の高まっている電波利用の健全な発展を図ること
を目的としている。このため、平成２年に答申された電波防護指針では、人体が
電磁波にさらされる場合、その電磁波が人体に好ましくない電磁的現象を及ぼさ
ない状況であるか否かを判断する際の基本的な考え方と、それに基づく指針値、
電波利用施設周辺における電磁界強度等の測定法及び推定法を示している。 
 
 本答申においては、このような電波防護指針のうち、身体に近接して使われる
無線機器等に関する電波防護指針の具体化、それに伴う電波防護指針の構成等の
整理、具体化した電波防護指針の適用法と適用のために必要な電波エネルギー吸
収量の測定法、推定法の検討を行った。具体的には、電波防護指針の管理指針の
うち、補助指針の見直し、さらにこれに関する評価法に関する検討を行っている。 
 また、今後の電波防護指針の取扱い、並びに電波の人体への影響に関し、今後
研究を進めることが必要な項目についても取りまとめを行った。 
 
 なお、電波防護の対象とする電磁波の周波数範囲は、電波法第２条に定められ
ている範囲（「電波」とは、300 万 MHz（3,000GHz）以下の周波数の電磁波と
いう。）を全て網羅することが基本であるが、本答申では現在の周波数の割当て
状況、電波利用技術の動向等を考慮して、10kHzから 3000GHzまでの周波数を
対象としている。（電磁波の周波数と電波の利用例は図１のとおり。） 
 
 また、ここで提示される電波防護指針は、膨大な量の研究報告の分析、評価を
踏まえ、現時点における国際的審議機関の専門家等の間で、共通の認識に達して
いる事項を基本として検討されている。この指針で示した数値は、十分な安全率
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を考慮した人体防護を基本としているので、この数値を超えたからといって、そ
れだけで人体に影響を及ぼすものではないことを理解することが必要である。 
 
 しかしながら、今後調査・研究等が進展し、科学的に裏付けされた根拠や新し
い考え方が示された場合には、電波利用の状況等に応じて、電波防護指針の内容
を改訂する必要があろう。 
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図１図１図１図１    電磁波の周波数と電波の利用例電磁波の周波数と電波の利用例電磁波の周波数と電波の利用例電磁波の周波数と電波の利用例    
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３ 定義 
 
(1) 「電磁波」とは、電界および磁界の振動が真空中や物質中を伝搬する波動の
総称である。電磁波には低周波の電磁界から、通信に使われているいわゆる電
波、太陽より放射される光（赤外線、可視光線、紫外線）、医療に応用される
放射線（Ｘ線、γ線）などが含まれる。紫外線より波長の短い電磁波が電離放
射線、波長の長いものが非電離放射線に大別される。 

(2) 「電波」とは、電波法第２条で定められた 300万MHz以下（3,000GHz）
の周波数の電磁波をいう。電波防護指針においては 10kHzから 300GHzまで
の周波数の電波を対象とする。 

(3) 「電波防護指針」とは、電波利用において人体が電磁波（周波数の範囲は
10kHzから 300GHzまでに限る。）にさらされるとき、その電磁波が人体に好
ましくないと考えられる生体作用を及ぼさない安全な状況であるために推奨
される指針のことをいう。 

(4) 「基礎指針」とは、人体が電磁界にさらされるとき人体に生じる各種の生体
作用（体温上昇に伴う熱ストレス、電流刺激、高周波熱傷等）に基づいて、人
体の安全性を評価するための指針をいう。 

(5) 「管理指針」とは、基礎指針を満たすための実測できる物理量（電界強度、
磁界強度、電力密度、電流及び比吸収率）で示した、実際の評価に用いる指針
のことをいう。管理指針はさらに電磁界強度指針、補助指針及び局所吸収指針
から構成される。 

(6) 「電磁界強度指針」とは、対象とする空間における電界強度、磁界強度、電
力密度によって、当該空間の安全性を評価するための指針をいう。 

(7) 「局所吸収指針」とは、主に身体に極めて近接して使用される無線機器等か
ら発射される電磁波により、身体の一部が集中的に電磁界にさらされる場合に
おいて、基礎指針に従った詳細評価を行うために使用する指針をいう。 

(8) 「補助指針」とは、電磁界強度指針を満足しない場合において、基礎指針に
従った詳細評価を行うために使用する指針をいう。電磁界にさらされる状況
（不均一、局所、表面など）、対象とする生体作用（接触電流及び誘導電流）、
電波発射源の属性（空中線電力及び周波数帯）が明らかな場合、これらの状況
に基づき電磁界強度指針の適用を緩和又は除外する形で表した指針である。 

(9) 「管理環境」とは、人体が電磁界にさらされている状況が認識され、電波の
放射源を特定できるとともに、これに応じた適切な管理が行える条件を指す。 

(10) 「一般環境」とは、人体が電磁界にさらされている状況の認識や適正管理等
が期待できず、不確定な要因があるケース（環境）を指す。一般の居住環境等
において住民が電磁界にさらされているケース等がこれに該当する。このため
適用する指針においては一般環境は管理環境に比べ厳しい値となっている。一
般環境は、平成２年の電波防護指針の条件Ｇに該当する。 

(11) 「比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）」とは、生体が電磁界にさら



 

7 

されることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量を
いう。SARを全身にわたり平均したものを「全身平均ＳＡＲ」、人体局所の任
意の組織 1gまたは 10gにわたり平均したものを「局所ＳＡＲ」という。 

(12) 「電磁界」とは、電界、磁界の総称をいう。 
(13) 「電界強度」とは、電磁界の電界の強さをいう。 
(14) 「磁界強度」とは、電磁界の磁界の強さをいう。 
(15) 「電力密度」とは、電磁波伝搬の方向に垂直な単位面積当たりの通過電力を
いう。 

(16) 「誘導電流」とは、電磁誘導によって流れる電流。ここでは人体が電磁界に
さらされることにより人体内部に誘導される電流をいう。 

(17) 「接触電流」とは、電磁界中に置かれた非接地導電物体に接地された人体が
触れることによって接触点を介して流れる電流をいう。 

(18) 「接触ハザード」とは、潜在的に接触電流を生じさせるような状況をいう。 
(19) 「非接地条件」とは、誘導電流が大地に流れないような大地の影響が無視で
きる条件という。 

(20) 「低電力放射源」とは、100kHzから 3GHzまでの周波数を使用し、出力電
力の低い電磁放射源をいう。 

(21) 「ファントム」とは、人体内の SARを測定する際に用いる、擬似的な人体
モデルのことをいう。 

(22) 「等価等方輻射電力（EIRP：Equivalent Isotropically Radiated Power）」
とは、アンテナに供給される電力と与えられた方向における等方性アンテナの
絶対利得の積のことをいう。（実効輻射電力の約 1.64 倍となる。） 

(23) 「実効輻射電力（ERP：Effective Radiated Power）」とは、アンテナに供
給される電力と与えられた方向における半波長ダイポールアンテナに対する
相対利得の積のことをいう。 
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４ 人体が電磁波に局所的にさらされる場合等の指針 
 
4.1 携帯電話端末等の低電力放射源に関する指針の明確化の必要性 
 平成２年に電気通信技術審議会が「電波利用における人体の防護指針」を答申
して以来、携帯電話端末等無線機器の小型化が飛躍的に進むとともに、一般に広
く普及しつつある。これに伴い、低電力放射源からの電磁波を頭部を始とする局
所で受ける機会がますます増える傾向にあるが、このような場合に適用する指針
は、まだ明確に記述されていない。 
 
 一方、携帯電話の小型化と歩調を合わせて、従来はごく限られた専門機関に限
定され、また、測定精度も十分でなかった擬似的な人体モデル（ファントム）を
用いた電磁波の人体内でのＳＡＲを測定する技術も急速に進歩している。このた
め、一般の利用者に無用な不安や誤解を与えることのないよう、低電力放射源に
関し、より具体的な分かり易い指針を早急に作成することが必要となっている。 
 
4.2 管理指針の一部改訂 
 最近の研究結果、国際動向および携帯電話等の著しい普及を考慮して、平成２
年に答申された「電波防護指針」に記載されている管理指針を次のように一部改
訂する。 
 現行の管理指針は、電磁界強度指針と補助指針から構成されているが、国際非
電離放射線委員会(ICNIRP)等の国際規格との整合性を考慮するとともに、携帯
電話端末等の低電力放射源に対するより分かりやすい指針を明確化するため、新
たに「局所吸収指針」を設けることとする。これに伴い、現行の補助指針に記載
されている「低電力の電磁放射源に関する指針」は、局所吸収指針に包含される
ことから削除する。したがって、新しい管理指針は電磁界強度指針、補助指針、
局所吸収指針から構成される。 

 
(1) 電磁界強度指針 

平成２年に答申された「電波防護指針」どおり。 
 
(2) 補助指針 
 局所吸収指針を設けること等により、従来の補助指針についても一部に変
更が生ずる。変更後の補助指針は、別紙１のとおりとなる。 

 
(3) 局所吸収指針 
 
(3-1) 適用範囲 

本指針は、周波数 100kHzから 3GHzまでに適用する。 
 局所吸収指針の主な対象は、携帯電話端末等の小型無線機であり、電磁
放射源に寄与するアンテナや筐体が人体に極めて近接して使用される場合
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を想定している。 
 本指針は、電磁放射源（主にアンテナ）や金属（筐体等）と人体との距
離が、周波数 100kHz 以上 300MHz 未満で 20cm 以内、周波数 300MHz
以上 3GHz未満で 10cm以内の場合に原則として適用される。また、それ
以外の距離においても、従来の管理指針（電磁界強度指針および補助指針）
あるいは局所吸収指針のどちらか一方を満たせば基礎指針を満たしている
と判断できる。 

 
(3-2) 管理環境 

次の要件を全て満たすこと。 
<1> 全身平均 SARの任意の６分間平均値が、0.4W/kg以下であること。 
<2> 任意の組織 10g 当りの局所 SAR（６分間平均値）が 10W/kg（四肢
では 20W/kg）を超えないこと。 

<3> 接触ハザードが防止されていない場合は、100kHz から 100MHz ま
での周波数において接触電流が 100mA以下（平均時間６分間）である
こと。 
 ただし、接触電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周
波数成分からなる場合は、その各周波数成分の指針値に対する割合の自
乗和を求める。これらの総和が１を超えてはならない。 
 

 なお、周波数 100MHz 以上の無線局は、<3>に述べた接触電流に関する
指針に基づく評価を行う必要はない。 

 
(3-3) 一般環境 

次の要件を全て満たすこと。 
<1> 全身平均 SARの任意の６分間平均値が、0.08W/kg以下であること。 
<2> 任意の組織 10g 当たりの局所ＳＡＲ（６分間平均値）が 2W/kg（四
肢では 4W/kg）を超えないこと。 

<3> 接触ハザードが防止されていない場合は、100kHz から 100MHz ま
での周波数においては接触電流が 45mA 以下（平均時間６分間）であ
ること。 
 ただし、接触電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周
波数成分からなる場合は、その各周波数成分の指針値に対する割合の自
乗和を求める。これらの総和が１を超えてはならない。 
 

 なお、周波数 100MHz 以上の無線局は、<3>に述べた接触電流に関する
指針に基づく評価を行う必要はない。 

 
 
4.3 注意事項 
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 電波を医療目的で用いる場合は、ペースメーカ装着者、体内に金属を埋め込ん
でいる人に対する注意事項は、平成２年に答申された電波防護指針に記されてい
る注意事項と同様である。 
 
 最近、一部のマスコミ等で電波がペースメーカ等医用電気機器に与える影響と
人体に与える影響とを同一視する報道がなされているが、これは誤った認識であ
る。電波がペースメーカ等医用電気機器に干渉を与えるメカニズムは、電波によ
り電子回路に誘起された信号で、電子回路が誤動作を起こすことに起因するもの
であり、電波の人体への影響とは同一に取り扱うべきではない。携帯電話端末等
無線機が医用電気機器に与える影響を防止するための指針については、不要電波
問題対策協議会が平成９年３月に公表した「医用電気機器への電波の影響を防止
するための携帯電話端末等の使用に関する指針」を参照されたい。 
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Ⅰ 電磁界強度指針（概要）   【現行指針と同一（変更なし）】 
 
表１：管理環境（条件Ｐ）における電磁界強度（平均時間６分間）の指針値 

周波数 
f 

電界強度の実効値 
Ｅ[V/m] 

磁界強度の実効値 
Ｈ[A/m] 

電力密度 
Ｓ[mW/cm2] 

10kHz～30kHz 614 163 
30kHz～3MHz 614 4.9f[MHz]-1 

(163-1.63) 
3MHz～30MHz 1842f[MHz]-1 

(614-61.4) 
4.9f[MHz]-1 
(1.63-0.163) 

 

30MHz～300MHz 61.4 0.163 1 
300MHz～1.5GHz 3.54f[MHz]1/2 

(61.4-137) 
f[MHz]1/2/106 
(0.163-0.365) 

f[MHz]/300 
(1-5) 

1.5GHz～300GHz 137 0.365 5 
 
 
表２：一般環境（条件Ｇ）における電磁界強度（平均時間６分間）の指針値 

周波数 
f 

電界強度の実効値 
Ｅ[V/m] 

磁界強度の実効値 
Ｈ[A/m] 

電力密度 
Ｓ[mW/cm2] 

10kHz～30kHz 275 72.8 
30kHz～3MHz 275 2.18f[MHz]-1 

(72.8-0.728) 
3MHz～30MHz 824f[MHz]-1 

(275-27.5) 
2.18f[MHz]-1 

(0.728-0.0728) 

 

30MHz～300MHz 27.5 0.0728 0.2 
300MHz～1.5GHz 1.585f[MHz]1/2 

(27.5-61.4) 
f[MHz]1/2/237.8 
(0.0728-0.163) 

f[MHz]/1500 
(0.2-1) 

1.5GHz～300GHz 61.4 0.163 1 
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Ⅱ 補助指針（概要）   【一般環境の明確化（一部のみ）】 
 
(1)人体が電磁界に不均一又は局所的にさらされる場合の指針 

 10kHz-300MHz 300MHz-1GHz 1GHz-3GHz 3GHz-300GHz 
電磁界強度の
空間的平均値 

管理環境：表１ 適用 
一般環境：表２ 適用 

四肢以外： 
   管理：20mW/cm2 
   一般： 4mW/cm2 

体表： 
管理:50mW/cm2 
一般:10mW/cm2 電磁界強度の

空間的最大値 

 

 頭部： 
管理:10mW/cm2

一般: 2mW/cm2 

眼： 
管理:10mW/cm2 
一般: 2mW/cm2 

適用する空間 

電磁放射源、金
属物体から 20cm
以上離れた人体
の占める空間 

電磁放射源、金属物体から 10cm 以上離れた人体の占
める空間 

平均時間 ６分間 
 
(2)接触電流に対する指針 
周波数 接触電流 

10-3f[Hz]mA 
（平均時間＜１秒間） 10kHz～100kHz 4.5×10-4f[Hz]mA 
（平均時間＜１秒間） 

100mA以下 
（平均時間６分間） 100kHz～15MHz 45mA以下 
（平均時間６分間） 

上段：管理環境  下段；一般環境 
 
(3)足首誘導電流に対する指針 
周波数 接触電流 

100mA以下 
（平均時間６分間） 3MHz～30MHz 45mA以下 
（平均時間６分間） 

上段：管理環境  下段：一般環境 
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Ⅲ 局所吸収指針（概要）   【新規追加】 
 
  適用範囲： 本指針は、周波数 100kHzから 3GHzまでに適用できる。 
  対  象： 身体に近接して使用する小型無線機等に適用できる。 

主に、周波数 100kHz以上 300MHz未満で、電磁放射源との距離 20cm以内 
   周波数 300MHz以上 3GHz未満で、電磁放射源との距離 10cm以内 

 管理環境 一般環境 

全身平均ＳＡＲ 0.4W/kg 0.08W/kg 

局所ＳＡＲ 
任意の組織 10g当たり 

10W/kg 
        20W/kg（四肢） 

任意の組織 10g当たり 
2W/kg 

        4W/kg（四肢） 

接触電流 
接触ハザードが防止されていない場合 
100kHzから 100MHzまでの周波数 

100mA 

接触ハザードが防止されていない場合 
100kHzから 100MHzまでの周波数 

45mA 
（任意の６分間平均値） 

 
※ 接触電流に関して、指針値に対して無視できないレベルの複数の周波数成分からなる場合

は、その周波数成分の指針値に対する割合での自乗和を求める。これらの総和が１を超えて

はならない。 
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５ 携帯端末等の電磁放射源に対する電磁環境の測定法・推定法 

 
 ここでは、人体が携帯端末等の低電力放射源からの電磁波に、局所的にさらさ
れる場合に対する局所吸収指針への適合性を評価するための測定法と計算推定
法について、技術開発の状況を概説するとともに実際の機器評価への適合可能性
を検討する。対象とする具体的事例は、例えばハンディ形の携帯無線機のように、
電磁放射源が人体頭部等に近接して使用される状況等での局所吸収の評価であ
る。 
 
 ただし、低電力放射源に対する評価は必ずしもすべて比吸収率（SAR）で行う
必要はなく、電磁界強度指針値による評価が有効な場合もある。電界プローブ等
による電磁界強度の評価法については、電波防護指針（平成２年電気通信技術審
議会答申）の測定法・推定法の部分に詳細に記述されているので、ここでは省略
する。 
 

5.1 測定法 
 
(1) 技術開発状況 
 実際に人体内の SARを測定することは困難であるため、擬似的な人体モデ
ル（ファントムと呼ばれる）を使用し、実験的に SARを推定することが一般
的である。SAR を決定する要素は、ファントムの形状、材料の電気的特性、
電磁放射源の形状、特にアンテナの形状と放射特性、さらにファントムとアン
テナとの位置関係等多数あり、実際のばく露状況をできる限り忠実に模擬する
ことが重要である。 
 
 携帯端末等からの局所ばく露における SARの測定では、電磁放射源とファ
ントムを実際のばく露条件を模擬した状況に設定し、ファントム内の SAR値
に関係する何らかの物理量を測定する。局所吸収指針を満たすかどうかを評価
するには、全身平均 SAR と局所 SAR の最大値を求める必要があり、いずれ
もファントム内の SAR分布を求めることで得られる。しかし、このような測
定を行うには特殊な設備や装置が必要なため、これまで一部の研究機関に限定
されていた。SAR を測定するための電界プローブやファントム等が開発・市
販され、比較的容易に測定を実施することが可能となりはじめたのはごく最近
のことである。 
 
 携帯電話に実際に適用された SAR測定法としては、次のようなものが提案
されている。 
(a) 電界測定法 

ファントム内の SAR分布を電界測定値から導出する方法。 
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(b) 温度測定法 
ファントム内の SAR分布を温度測定値から導出する方法。 

(c) 表面磁界測定法 
ファントム表面の SAR 分布をファントム表面付近の磁界から導出する
方法。 

 
(2) 適用可能性 
 これらの測定法は、我が国や諸外国での学会で評価を受けた方法であり、
ANSI/IEEEやCENELEC等の測定法の文書中にも紹介されている。しかし、
これらの測定法の具体的仕様や測定条件の明確化及び標準化は現在検討中で
あり、公的に測定を行うサービスについてもまだ実現されていない。最近、電
界測定法による SAR測定システムが商品化されているが、標準測定系として
確率されたものとなっているかどうかについては不明である。 

 
(3) 測定法の確立、誤差の取り扱い 
 これらの測定法の標準化のためには、定格出力の許容誤差等機器の有する不
確定さや誤差に加えて、均一ファントムを用いることによる不確定さ、液体フ
ァントムに必要な容器に起因する誤差等の個々の不確定さと誤差要因を明ら
かにすることが必要である。しかし、最終的には何らかの除去できない総合の
測定誤差が残るので、この許容偏差をどのように取り扱うかについて検討する
必要がある。ANSI/IEEEや CENELEC、（社）電波産業会では、現在、SAR
測定法の標準化のための作業が進行中であり、状況が明らかになるためには、
作業の結論を待つ必要がある。 

 
5.2 推定法 
 
(1) 技術開発状況 
 電磁波にさらされた人体の内部に生ずる SAR や電流密度が理論的な解析や
数値シミュレーションにより推定できる。これらの推定を精度良く行うために
は、それぞれのばく露条件に対して適切な人体モデルと推定法を用いる必要が
ある。 
 
SAR推定のための代表的な理論推定法を以下に示す。 
 
(a) 平板・円柱・球モデルに厳密解を適用する方法 
(b) 回転楕円体もでるに近似解法を適用する方法 
(c) ブロック人体モデルに数値シミュレーションを適用する方法 

 
(2) 適用可能性 
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 人体のごく近傍で使用される電磁放射源に対しては人体との結合を考慮し
た推定が必要である。さらに、携帯電話のように頭部のごく近傍に電磁放射源
がある場合には、頭部の形状および媒質分布を詳細に模擬したモデルを用いる
必要がある。したがって、このようなばく露条件に対しては、ブロック人体モ
デルを用いた数値シミュレーションが望ましい。特に、近年の計算機能力の向
上により、最も有力な数値シミュレーション手法は有限差分時間領域（FDTD）
法（もしくはそれに類似した差分解法）といえる。 
 

(3) 推定法の確立、誤差の取り扱い 
 FDTD 法などの数値シミュレーションは非常に適用範囲が広いものの、携
帯電話などの電磁放射源の数値モデル化や計算条件の設定を適切に行わない
と、思わぬ誤差の増大を招く恐れがある。実際のところ、推定法による携帯端
末等の電磁放射源に対する生体安全性評価は、計算方法や携帯端末機器の特定
を熟知した専門家に限定されるべきである。したがって、これらの推定法を一
般に利用可能な評価法として確立するためには、推定値の妥当性や誤差範囲の
評価に関する検討や人体モデルの標準化作業などが進めることが必要であろ
う。 

 
 
６ 今後の電波防護指針の取扱い 
 
6.1 電波防護指針をめぐる背景 
 電磁波と生体の相互作用に関する研究は４０年以上に渡っておこなわれてお
り、数多くの成果報告、科学的知見の蓄積がなされている。電波利用施設から放
射される電波は、我々の日常生活の範囲において非常に弱いエネルギー分布であ
ることが通例であるが、いままでに蓄積された科学的知見により、日常生活の範
囲での電波の強さを一定レベル以下とすべきであるとのコンセンサスが国際的
にも醸成されつつある。 
 

 例えば、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は１９９６年４月、今まで
の研究成果を統括し、「携帯無線電話機と基地局の利用に関わる健康について」
という声明を出している。その中で ICNIRP は「人体が電磁界にさらされる場
合の制限を ICNIRP等の示す全身平均 SARをおよび局所 SARを下回るレベル
の電磁波では、がんを含めて健康に悪影響が発生するという証拠はない。 
 

 また日常生活における無線局数の急速は増大とともに無線局の電波による健
康影響に対する関心が国民の間で急速に高まってきた。それに伴って、電波利用
施設の規模や外観等からの電波に対する漠然とした不安や誤解を生ずる可能性
も増えてきている。これらの不安・誤解を事前に解消するような施策が早急に望
まれる。 
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 電波利用施設から、放射される電波に関する防護指針については、我が国では、
（社）電波産業会の電波防護標準規格として定められているように、従来、世界
的に民間機関の標準として定めることが一般的であった。しかしながら、近年、
これを政府レベルの規制とする動きが出てきている。まず、１９９６年８月、米
国の連邦通信委員会（FCC：Federal Communications Commission）が、FCC
規則を改正し、携帯電話基地局等幅広い無線局の電波から人体の安全性を確保す
るため、従来からの規制対象範囲の拡大を決定している。 
 
 また、欧州においても、無線局等の電波の安全性に関する規制導入が検討され
ている。ドイツでは、１９９６年１１月、連邦参議院が、連邦政府の電磁波に関
する命令案を、一部変更提案をつけた上で可決しており、近いうちに規制導入の
決定が行われるものと考えられる。さらにオーストラリアにおいても、１９９７
年１月から電気通信政府コードにより、民間標準として定められている電波防護
指針に適合していることを地元自治体へ報告する等が要求されている。また、現
在審議中の無線通信法の改正案には、周波数監理庁（SMA: Spectrum 
Management Agency）に人体の電波防護指針に関する基準を定める権限を付与
する事項が含まれている。 
 
 これらの背景を考慮すると、我が国においても、無線局等電波利用施設から発
射される電波が健康に好ましくない影響を及ぼさないよう、規制導入について早
急に検討することが必要である。 

 
6.2 規制導入の是非 
 無線局等の電波利用施設から発射される電波からの安全性を担保するための
規制導入に関しては、肯定的な要因と否定的な要因がある。規制導入に肯定的な
要因として考えられる事項は、 
 
(1) 電波の強さが、防護指針を超えたからといって、それだけで直ちに健康に影
響があるものではないが、拘束力のある基準を導入することにより、最新の信
頼できる学術的知見に基づいた適切な防護措置及び予防措置が必要に応じて
くれること、 

 
(2) 技術の進歩によりこれまでにない様々な電波の利用形態が現れる可能性が
ある中、電波利用における安全性を担保しつつ、新しい電波利用システムの開
発を推進できること、 

 
(3) 米国、ドイツ等で政府レベルの規制が導入された、あるいは導入されようと
していることを考慮すると、今後、国際的な整合性を図っていく上でも規制導
入が望ましい方向であると判断できること、 
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(4) 最新の信頼できる学術的知見に基づいた拘束力のある基準を導入すること
により、電波利用における安全性に関心を有する国民に安心感を与えることが
できること、 

 
 等があげられる 
 
 一方、規制導入に否定的な要因としては、無線局の免許人や政府等の事務量の
増大が考えられるが、本件は人体の安全性に関する事項であること、また、近年、
電波の安全性に関する照会や確認の事務が増加しており、これらの対応にかなり
の負担が必要になってきている状況を考えると、必ずしも規制導入が新たな障害
や負担になるのではなく、むしろ負担の軽減につながる可能性もある。 
 
 したがって、結論としては、無線局等の電波利用施設から発射される電波から
の人体防護に関し、規制を導入することが望ましいと考えられる。 

 
6.3 規制導入にあたっての考慮要件 
 無線局等の電波利用施設から発射される電波の強さに関しては、一般に測定法
も推定法も確立している。しかしながら、携帯電話端末等身体のすぐそばで使用
する携帯型等の無線局から出される電磁波エネルギーの人体への吸収量につい
ては、測定法、推定法が技術開発の途上であり、我が国では、民間標準化機関で
その標準化の審議が始まったばかりの段階であることを考慮する必要がある。 
 
 また、電磁界強度指針が適用できる場合のように、測定法および推定法が確立
していても、無線局の免許人等の中に、電磁界強度の測定法や推定法に関する十
分な知識を有しない者がいる可能性に配慮する必要がある。 
 
 さらに、人体の電波防護に関する規制の形態は、合理的で無線局の免許人や政
府等の事務量の増大を極力防ぐものにすべきである。 

 
 
6.4 規制の対象と適用される電波防護指針値 
 人体の電波防護に関する規制の実効性を担保するためには、電波利用施設が規
制を遵守しているかどうかを判断するための測定法あるいは推定法が確立して
いることが不可欠である。したがって、測定法及び推定法が既に十分確立してい
ると考えられる領域から規制導入を行うべきであり、当面、身体のすぐそばで使
用する携帯型等の無線局以外の電波利用施設を対象に、一般国民の安全性を考慮
した規制を導入すべきである。 
 
 一方、電波防護指針のうち局所吸収指針については、その測定量である SAR
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の測定法あるいは推定法が、現時点では必ずしも確立しているとはいえない。し
たがって、身体のすぐそばで使用する携帯型等の無線局については、測定法ある
いは推定法の確立した段階で、各国における規制の実態を考慮しつつ規制を導入
すべきである。 
 
 また、規制に際して用いる電波防護指針値としては、平成２年６月の本審議会
答申「電波利用における人体の防護指針」及び同答申の具体化を目的として本答
申の第４章に述べている局所吸収指針等に基づくべきである。平成２年６月の電
波利用における人体の防護指針」、本指針の第４章で述べている局所吸収指針等
はともに ICNIRP等の示す全身平均 SAR及び局所 SARを満足ずるような形で
定められており、これらに基づくことにより、最新の科学的知見に基づく安全性
が担保されることとなる。なお、規制の実施あたっては、次の事項を十分踏まえ
る必要があろう。 
 
(1) 適用する指針値 
 平成２年６月の電波防護指針では、電磁界強度の指針値として、電界強度の
実効値、磁界強度の実効値、電力密度の３種類の指針値が示されているが、周
波数 30MHz以上で遠方界と見なせる場合には、これら３つの物理量はお互い
に換算可能である。特に、電磁界強度指針値が適用可能な領域で、測定により
防護指針への遵守状況を確認する際には、これら全ての物理量の測定を求める
必要性はなく、測定可能な１つの物理量を測定すれば十分と考えられる。 

 
(2) 防護指針遵守状況の評価義務の免除が可能な無線局 
 無線局の設置形態、空中線電力の大きさ等から明らかに電波防護指針を満た
すと考えられる無線局が多数ある。これらの無線局全てに電波防護指針の遵守
状況の評価を求めることは、無線局の免許人や政府等の事務量の不必要な増大
につながるため、明らかに電波防護指針を満たすと考えられる無線局について
は、評価義務を免除することが適切であろう。（なお、電波防護指針を十分に
満たすと考えられる無線局の設置形態等については、別紙２に示す例を参考し
て決定すべきである。） 

 
(3) 管理環境における電波防護指針の取扱い 
 管理環境については、対象者が電磁波に対する十分な知識を有する者であり、
電波防護指針の遵守については、特に電磁界強度指針値が適用可能な領域では、
電波防護に関する知識、情報の普及・啓蒙に努めることで、自主的な管理に委
ねることも可能と考えられる。 

 
(4) 十分な周知の必要性 
 人体の電波防護に関する規則を導入するにあたっては、技術的な理解が不十
分なことに起因する混乱を防ぐため、十分な知識が必要である。 
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6.5 無線局から放射される電波に関する情報提供 
 無線局等の電波利用施設から放射されている電波に関する専門的知識が十分
でない場合、電波に対する漠然とした不安や誤解を生ずる可能性がある。これを
防止するため、無線局等の電波利用施設から放射される電波の強さに関する情報
提供を進めていくことが必要である。 
 また、携帯型の無線局の中には、無線放射源を身体から一定の距離はなして使
うことを想定している無線局もある。このような無線局に関しては、安全性を一
層向上させるため、身体から空中線までの望ましい距離等その使用方法について
説明書に記述する等、利用者に対し、電波に関する安全性を考慮した情報提供を
行っていくことが必要である。 

 
 
７ 今後研究を進めることが必要な項目 
 
7.1 ドシメトリ及びばく露システムの研究 
ここでのドシメトリ（ばく露評価）とは、電磁波にさらされた人体（または実験
動物など）に誘導された電流密度や SAR を定量することをいう。ばく露装置とは、
7.2 節以降に述べる生物学的研究で対象とする動物または細胞等に電波をばく
露するための装置である。これらに関する研究は主に工学分野における知見と手
法に基づいている。 
 
(1) 指針との適合性評価法の確立 
 人体全身が一様な平面電磁波にさらされる場合、いわゆる遠方界ばく露に対
するドシメトリについては、これまでに推定・測定法ともに確立されており、
代表的な方法については電波防護指針に示されている。また、従来は困難であ
った近傍放射源による局所的なばく露に対するドシメトリについても研究・開
発が進んでいる。しかし、依然として、これらの局所ばく露に対するドシメト
リが、指針との適合性を評価するのに十分確立・汎用化されているとはいえな
い（５章参照）。 
 したがって、局所ばく露に対するドシメトリに関し、以下の項目について研
究・開発を進めることが望まれる。 

 
a) 局所 SAR評価用電磁プローブの開発 
等方性小型挿入プローブ 
組織等価媒質中での校正法 
電磁界測定用ファントムの開発 

 
b) 温度計測に基づく高分解能 SAR分布測定法の研究 
小型高感度温度プローブ 
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温度画像化手法の開発 
温度計測用ファントムの開発 

 
c) 標準ファントムの開発 
生体の電気定数のデータベース 
日本人の解剖学的構造の標準モデル（大人、子児） 
SARの人体の構造及び不均一による依存性の解明 
携帯電話の使用条件の統計的解析（使用位置、使用時間等） 

 
(2) 生物学的実験の精度向上 
 電磁波の生体に対する影響を直接的に評価する方法としては、小動物などを
用いた動物実験が行われている。この場合、実際の人体への電磁波ばく露と等
価なばく露を対象とする動物に実現することが必要である。したがって、 
・動物実験のための高精度ばく露装置の開発 
が重要な研究項目として挙げられる。このためには、ばく露装置内の小動物の
詳細なドシメトリが必要である。 

 
 また、細胞レベルでの実験では、しばしば、ばく露装置内でのシャーレの位
置、さらにはシャーレ内の位置によりばく露量が変化することに留意した上で
研究することが必要である。さらに、培養細胞を用いた実験の再現性を向上さ
れるためには、ばく露量だけでなく温度、湿度等の環境要因も正確に制御した
上で研究を行う必要がある。したがって、これらの要求を満足する。 
・細胞レベルの実験のばく露装置の SAR 分布の高精度評価と高性能汎用ば
く露装置の開発 

が望まれる。 
 
(3) 基礎研究 
 電磁波の生体に対する影響のメカニズムを考察する場合には電磁波の強度
と作用との関係を正確にとらえることが必要不可欠である。特に、電磁波の非
熱的な影響の有無を考察する場合には、 
・ミクロスコピックドシメトリによる細胞レベルでのばく露評価 
が必要であろう。 
また、パルス波による非熱作用の可能性を検討するためには。 
・パルス波による力学的作用の定量的評価 
が必要であろう。 

 
7.2 生物学的研究 
 
7.2.1 現在までの試験研究状況 
 高周波領域に属する電磁波は、強いレベルでばく露させることにより熱を発
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生させる。この性質は電子レンジに利用されている。高周波電磁波の生体影響
に関する研究が欧米諸国を中心に多数報告されているが、その報告のほとんど
が、この熱作用の影響に関する報告であり、これらの研究成果を反映して、各
国で電波防護指針が作成されているところである。 
 
 非熱作用に関する生物学的研究についても、熱作用に比べると数は少ないと
はいえ、今までにかなりの数の研究が行われている。例えばがんに関しては、
2,450MHz の電磁波によるマウスの皮膚がん促進の報告のように電磁波とがん
の関連を示唆する報告もある。しかしながらその後動物実験でこれは確認され
ていない。最近の動物実験においても、がんとの関連を示唆する証拠は見つか
っていない。また、現在、10 件以上の研究が行われているが、がんとの関連
を示唆する研究はない。 
 
 免疫系への影響に関しては、熱作用の影響を注意深く管理することが重要で
ある。これについても、幾つかの動物実験が行われ、熱ストレスに起因するも
のと同様の影響が確認された等の報告もある。しかし、免疫機構に組み込まれ
た適応性に起因するのか、電波防護指針を満たすレベルの電波により、健康に
悪影響を与えることを示唆する報告はない。 
 
 遺伝子関連については、電波に遺伝子障害性があるとしたこれまでの報告は、
強い電磁波の照射による熱作用に起因するものと考えられる。祖ほのかにも幾
つかの研究報告があるが、高周波の電磁波に、熱作用以外の作用による遺伝子
障害性があるという確たる証拠は今のところ見つかっていない。 
 
 神経系への影響については、細胞のカルシウムの流出、中枢神経機能及び聴
覚に関する調査、睡眠パターンの分析、神経活動に関する研究等が行われてい
るが、健康に悪影響があるという確たる証拠は見つかっておらず、今後の研究
が待たれる。電流による生理学的機能への影響については、影響がないことが
確認されている。松果体のメラトニン分泌に対する影響については、さらに試
験研究を進める必要があるだろう。 

 
7.2.2 今度の試験研究項目 
 変調波等を含む高周波電磁波の影響に関する試験研究については、熱作用に
関しては、今後とも準ミリ波あるいはミリ波などより高い周波数を中心に継続
する必要がある。今後は熱作用に加え、非熱作用についても注意深く試験研究
を推進する必要がある。非熱作用に関する今後の試験研究項目として挙げられ
るのは以下のとおりである。 
 
(1) 物理学的影響の研究 

生体に関する影響の調査の一環として、実験結果に影響を及ぼす可能性が
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ある物理学的影響に関して、次の事項を検討することが望ましい。 
a) 原紙イオン化、分子間力、分子運動等に対する電磁波の影響 
b) 実験に使用する容器、溶質、溶媒に対する電磁波の影響 

 
(2) 生物学的影響の研究 
 生物学的影響については、細胞実験及び動物実験により次のような実験を
行う必要がある。 
 
a) 細胞実験 

細胞実験の一例としては、超低周波電磁界のばく露による細胞中のカル
シウムイオンの細胞外への流出促進作用がいわれているが、この現象が人
体の健康に悪影響を及ぼす証拠は示されていない。今後、電磁波の作用に
関し、研究を行う必要性が高い項目は次のとおりである。 
 
1) 細胞周期及び細胞増殖への影響 
2) DNA 合成に対する影響 
3) 細胞膜機能及び細胞内情報伝達系への影響 
4) 熱ショック蛋白質発現等のストレス反応に対する影響 

 
b) 動物実験 

動物実験については次の試験研究を行う必要がある。 
 
1) 遺伝子関連の研究 
ｱ) 電磁波を照射された動物に関する遺伝子障害性の研究 
ｲ) 電磁波を照射された動物の脳細胞の遺伝子的、形態的変化の研究 

 
2) がんの研究 
ｱ) 正常の動物、あるいは発がん物質の影響下にある動物に対する長時
間の電磁波照射によるがん化の研究 
ｲ) 担がん動物を用いたがんの進行に対する電磁波照射の影響の研究 

 
3) 免疫系への影響 
ｱ) 電磁波照射の長期ばく露を含む電磁波の免疫機構への影響 

 
4) 神経系への影響 
ｱ) 生理学的機能及び神経活動に関する研究 
ｲ) 脳の遺伝子応答の研究による細胞内情報伝達系の研究 
ｳ) 脳血液関門に関する電磁波の影響 
ｴ) メラトニン分泌への影響 
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5) がん以外の脳神経疾患（てんかん、脳虚血、脳溢血）との関係 
 
(3) 人体に関する影響 

ボランティアに対し、次の調査研究を行うことが必要である。 
a) 小型無線機等からパルス性電磁波のばく露による情報伝達レベルを含
む神経生理学的影響の調査 
b) 小型無線機等使用者及び基地局近傍在住者で、神経症状を訴える人に対
し、パルス性電磁波ばく露による症状誘発の有無の調査 
c) パーソナル通信システムからの長期的電磁波ばく露による睡眠パター
ンの変化 
d) 小型無線機等からのパルス性電磁波のばく露による免疫系（リンパ球数
等）への影響の調査 

 
7.3 疫学調査 
 これまでに実施された疫学調査は一般人より強いレベルの電波を浴びる可能
性のある職業人を対象としたもの、放送用の無線局の周辺に住む住人を対象とし
たもの、携帯電話の利用者を対象としたもの等かなりの数の調査が行われている
が、これらの調査では、個人のばく露量が必ずしも正確に把握されていない、罹
患率、死亡率への影響がはっきりと認められないなど、健康への影響に関し、結
論を出すには至っていない。 
 
 しかしながら、疫学調査は電磁波が健康に好ましくない影響を与えるか否かを
決定する上で重要な研究の１つである。異なる地域、民族において実施された複
数の疫学調査で、同様の結果が得られるということが因果関係を判断する際の重
要な基準となることから考えても、我が国でも信頼性の高い疫学調査を行うこと
が必要である。ただし、悪性腫瘍等に関しては、数万人以上の対象者を長期間に
わたって追跡調査する必要があり、また、医療カルテの公開の問題、疫学調査に
必要不可欠な患者の履歴情報の問題もあり、その実施は必ずしも容易ではない。 
 
 我が国で、悪性腫瘍等をはじめとする健康影響に関する疫学調査を行う場合に
は、社会的関心の高い携帯電話の利用と脳腫瘍、聴覚神経腫瘍、唾液腺腫瘍、白
血病などさまざまな疾患の増加との関係を見る研究が妥当であろう。この場合、
研究の信頼性を左右する最大の要因は、携帯電話による電磁波へのばく露量の時
間的推移も含めた正確な把握である。 
 
 このように、悪性腫瘍等と電磁波ばく露の関係に関する疫学調査にあたっては、
長期にわたって上記疾病の罹患率及び死亡率等の把握を行える研究計画を十分
検討し、体制の整備を図った上で行う必要がある。 
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別紙１ 
 
 

局所吸収指針等を反映した補助指針 
 
 
補助指針(1): 人体が電磁界に不均一または局所的にさらされる場合の指針 
 
 周波数に応じて該当する条件が全て満たされている場合は、管理指針を満足して
いるものとみなす。対象とする周波数が以下の区分にまたがって存在する場合は、
<1>、<2>(a)及び(b)、<3>(a)及び(b)、並びに<4>(a)、(b)及び(c)については各周
波数成分の指針値に対する割合の自乗和を求める。これらの総和が１を超えてはな
らない。 
 
 なお、人体から 20cm以内(300MHz以上の周波数では 10cm以内)の空間で使用
する機器等については、その状況ごとに個別の判断が必要である。基礎指針を超え
るおそれがある場合には、局所吸収指針に基づく評価を行うことが望ましい。 
 
<1> 周波数が 300MHz未満の場合 

電磁放射源及び金属物体から 20cm 以上離れた空間において、人体の占める
空間に相当する全領域の電力密度分布の空間的な平均値（電界強度又は磁界
強度の場合は、自乗平均値の平方根である。） 

 
<2> 周波数が 300MHzから 1GHz未満の場合 
(a) 電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離れた空間において、人体の占める
空間に相当する全領域の電力密度分布の空間的な平均値（電界強度又は磁界強
度の場合は自乗平均値の平方根である。）が、対応する環境（管理環境あるいは
一般環境）の電磁界強度指針（旧指針の 3.2.1 項）以下であること。 

 
  なお、旧指針の表２あるいは表３の注１～注４は、本項でも適用する。 
 
(b) 四肢を除く人体の占める領域内における電力密度の空間的な最大値が、管理
環境では 20mW/cm2以下（６分間平均値）、一般環境では４mW/cm2以下（６
分間平均値）であること。ただし、電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離
れた空間のみを対象とする。 

 
  なお、旧指針の表２あるいは表３の注３及び注４は、本項でも適用する。 
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<3> 周波数が 1GHzから 3GHz未満の場合 
(a) 電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離れた空間において、人体の占める
空間に相当する全領域の電力密度分布の空間的平均値（電界強度又は磁界強度
の場合は自乗平均値の平方根である。）が対応する環境（管理環境あるいは一般
環境）の電磁界強度指針（旧指針の 3.2.1 項）以下であること。 

 
  なお、旧指針の表２あるいは表３の注１～注４は、本項でも適用する。 
 
(b) 四肢を除く人体の占める領域内における電力密度の空間的な最大値が、管理
環境では 20mW/cm2以下（６分間平均値）、一般環境では 4mW/cm2以下（６
分間平均値）であること。ただし、電磁放射線及び金属物体から 10cm 以上離
れた空間のみを対象とする。 

 
   なお、旧指針の表２あるいは表３の注３及び注４は、本項でも適用する。 
 
(c) 頭部に入射する電力密度の空間的な最大値が、管理環境では 10mW/cm2以下
（６分間平均値）、一般環境では 2mW/cm2 以下（６分間平均値）であること。
ただし、電磁放射源及び金属物体から10cm以上離れた空間のみを対象とする。 

 
   なお、旧指針の表２あるいは表３の注３及び注４は、本項でも適用する。 
 
<4> 周波数が 3GHz以上の場合 
(a) 電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離れた空間において、人体の占める
空間に相当する全領域の電力密度分布の空間的平均値（電界強度又は磁界強度
の場合は自乗平均値の平方根である。）が、対応する環境（管理指針あるいは一
般環境）の電磁界強度指針（旧指針の 3.2.1 項）以下であること。 

 
   なお、旧指針の表２あるいは表３の注１～注４は、本項でも適用する。 
 
(b) 電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離れた空間での体表に入射する電力
密度の空間的な最大値が、管理環境の場合は 50mW/cm2以下、一般環境の場合
は 10mW/cm2以下（いずれも６分間平均値）であること。 

 
   なお、旧指針の表２あるいは表３の注３及び注４は、本項でも適用する。 
 
(c) 電磁放射源及び金属物体から 10cm 以上離れた空間での眼に入射する電力密
度が、管理環境の場合は 10mW/cm2以下（６分間平均値）、一般環境の場合は
2mW/cm2以下（６分間平均）であること。 

 
   なお、旧指針の表２あるいは表３の注３及び注４は、本項でも適用する。 
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  以上の各条件を表４－１に示す 
 
 
補助指針(2): 接触電流に関する指針 
 
(a) 管理環境で接触ハザードが防止されていない場合 
 10kHz から 100kHz までの周波数において測定された接触電流が 10-3f 
[Hz]mA以下（平均時間＜１秒）、100kHzから 15MHzまでの周波数において
は 100mA以下（平均時間６分間）であること。 
 
 ただし、接触電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周波数成分
からなる場合は、その各周波数成分の指針値に対する割合の自乗和を求める。こ
れらの総和が１を超えてはならない。 
 
(b) 一般環境で接触ハザードが防止されていない場合 
 10kHz から 100kHz までの周波数において測定された接触電流が 4.5×10-4 
f[Hz]mA以下（平均時間＜１秒）、100kHzから 15MHzまでの周波数において
は 45mA以下（平均時間６分間）であること。 
 
 ただし、接触電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周波数成
分からなる場合は、その周波数成分の指針値に対する割合の自乗和を求める。
これらの総和が１を超えてはならない。 

 
 
補助指針(3): 足首誘導電流に関する指針 
 
(a) 管理環境で非接地条件を満たさない場合 
 3MHzから 300MHzまでの周波数で測定された足首における誘導電流（平均
時間６分間）が、片足当たりで 100mA以下であること。 
 ただし、足首誘導電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周波
数成分からなる場合は、その各周波数成分の指針値に対する割合の自乗和を求
める。これらの総和が１を超えてはならない。 

 
(b) 一般環境で非接地条件を満たさない場合 
 3MHzから 300MHzまでの周波数で測定された足首における誘導電流（平均
時間６分間）が、片足当りで 45mA以下であること。 
 ただし、誘導電流がこの指針に対して無視できないレベルの複数の周波数成
分からなる場合は、その周波数成分の指針値に対する割合の自乗和を求める。
これらの総和が１を超えてはならない。 
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別紙２ 
 
 

アンテナ利得と空中線電力に基づく簡易評価法（例） 
 
 
 電磁界強度指針に対する電磁環境の適合性を評価する場合に、当該無線設備のア
ンテナ利得やその空中線電力の測定結果を基にした簡易な計算推定が、安全性の評
価を確認できるので、詳細な計算やいっさいの測定による評価を行う必要はない。
ここでは、計算による簡易評価法の二例を概説する。 
 第一の評価法は、携帯・自動車電話基地局や VHF帯以上の電波を用いるアマチ
ュア無線局等に適用でき、第二の評価法は、さらに大電力の無線局（基幹系の放送
局等）に適用できる。 
 
2.1 第一の評価法 
 遠方界領域（電磁波源からの距離 R が 2D2/λまたはλ/2πのいずれよりも遠
い領域、但し D:アンテナ最大長、λ:電波の波長）において、アンテナが最も強
く電波を放射する方向の電力密度または電磁界強度は、アンテナに供給される空
中線と利得から容易に計算することができる。すなわち、アンテナの入力電力を
P[W]、アンテナの絶対利得を Gi[dB]とすれば、最大放射方向でアンテナから距
離 R[m]の点における電力密度 S[W/cm2]との関係は次式で与えられる。 

   24 R
GiPS

π
⋅=                     (1) 

 ここで、P･Giは等価等方輻射電力(EIRP : Equivalent Isotropically Radiated 
Power)に一致する。Pgiはアンテナ相対利得 Gdを基に計算される実効輻射電力
(ERP : Effective Radiated Power)PGdの 1.64倍となる。また、電磁界強度の
E[V/m]、H[A/m]と電力密度 Sとの関係は次式で与えられる。 

   SE ×= π120                   (2) 

   
π120

SH =                    (3) 

 アンテナは電波の発射確度に依存する指向性を有し、最大放射方向以外では利
得が減少する。アンテナがある高さを持ったタワー上に設置されるような場合、
アンテナの最大放射方向は一般に水平面を向き、タワー基礎部等の一般人が立ち
入るアンテナ近接領域を向いていない。式(1)で計算して得られる電力密度の電
磁界が、アンテナを中心として半径 R の球面上に均一に形成されると仮定すれ
ば、最大輻射方向の水平面以外での実際の電磁界強度は、計算値よりずっと低い
値となる。その低下量は、アンテナの指向性減衰量に依存し、タワーの基礎部方
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向ではつうじょう 10dB 以上となる。そこで、式(1)で求めた電力密度が電磁界
強度指針値に一致するような距離 R'を半径として形成した球空間外側の一般人
が立ち入る領域は、管理指針値を十分に下回る電磁環境となる。従って、半径
R'の球空間に一般人が立ち入れないような状況が確保されていなければ、電磁界
防護指針は満足されると判断できる。例えばある EIRPのアンテナについて、ア
ンテナタワー高ｋら成人の身長（最大 2m 程度）を減じた値が R'以上であれば
指針は十分満足される（すなわち、タワー高＞R'+2mの場合）。 
 なお、式(1)は遠方界領域でのみ成立するので、近傍界領域（遠方界領域とな
らない領域：R<2D2/λまたはλ/2π、但し D：アンテナ最大長、λ：電波の波
長）にも拡張して適用すると、携帯・自動車電話基地局等のアンテナのような多
素子アンテナの場合、近傍界領域での実際の電力密度は式(1)で求めた値より低
い値となる。このため、管理指針値に一致する電力密度を与える距離として式(1)
から求めた R'が多素子アンテナの近傍界内となる場合には R'に基づく評価はよ
り安全側の評価結果を与える。 
 
（評価の具体例） 
 図１及び図２はそれぞれ、一般環境及び管理環境の管理指針値と一致するよう
な電力密度を形成する EIRPと距離 Rの関係を式(1)を用いて計算した結果の一
例である。携帯・自動車電話とMCA基地局及びポケットベル基地局の評価に適
用できる。人が立ち入れる空間とアンテナとの最短距離 R と EIRP 値が、図中
の計算結果を示す。各線を越えないような環境が確保されていれば、実際の電磁
界測定等の詳細な電磁環境評価を実施する必要はない。しかし、この条件が満足
されない可能性があるときには、詳細な計算評価もしくは測定評価が必要である。 
 なお、図３及び図４は、最大放射方向（主ビーム放射方向）について EIRPも
しくは ERPをパラメータとして、アンテナからの距離と電力密度の関係を式(1)
で計算した結果を示す。これらの図から、個々のアンテナ放射について最大電力
密度を容易に読みとることができる。 
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図１ 指針値を満たす等価等方放射電力 ERIPとアンテナからの距離 Rの関係 
（一般環境） 
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図２ 指針値を満たす等価等方放射電力 EIRPとアンテナからの距離 Rの関係 
（管理環境） 
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図３ 電力密度とアンテナからの距離 Rとの関係（ERP） 
（最大放射方向で、大地反射なしの場合） 
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図４ 電力密度とアンテナからの距離 Rとの関係（EIRP） 
（最大放射方向で、大地反射なしの場合） 
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2.2 第二の評価法 
 放送局等の場合には、アンテナ指向性減衰量特性を考慮した簡易計算を行うこ
とができる。このとき式(1)は次式のように修正される。 

   24 RA
GiPS
θπ
⋅=                     (4) 

 ここで、1/Aθは当該アンテナの垂直面内指向性減衰量特性であり、水平面を
０°として下方にとった俯角θの関数である。 
 一方、中波放送局等の近傍電磁界は、アンテナからの距離が波長に比べて短い
ため、式(4)に代わって電気通信技術審議会諮問第 38号の答申（平成２年６月）
に示されている次式を用いて行うことができる。 

   ( )λπHR
AzGtPtEz

2cos1
300

−
⋅=                  (5) 

 ただし、 ( ) ( ) λλλλ
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 ＴＶ、中波放送等の一般環境について ERPあるいは送信電力をパラメータと
して計算した結果を図５から図７に示す。 
 図５と図６は、ＴＶ、ＦＭ局について式(4)で計算した結果である。ここで垂
直面指向性減衰量としては、-20dB程度が得られているので、これにさらに10dB
程度のマージンを見込み 1/Aθとして-10dBを用いた。 
 図７は、中波の代表的なアンテナ高として 100m を想定した場合の式(5)に基
づいた計算結果であり、アンテナ基部からの距離と送信電力との関係が周波数を
パラメータとして読みとることができる。 
 これらの結果より、詳細な計算評価や実測評価を必要としない無線局を明確化
できる。 
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図５ VHF(TV,FM) 指針値を満たす実効輻射電力 ERPとアンテナから 
の距離 Rの関係（一般環境） 
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図６ UHF(TV)指針値を満たす実効輻射電力 ERPとアンテナからの距離 Rの関係 
（一般環境） 
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図７ 中波 指針を満たす送信電力 Ptとアンテナからの距離 Rの関係 
（H=100m,Gt=1.6）（一般環境） 
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（参考） 
 
 

電波防護指針を満たすと考えられる携帯型の無線局 
 
 一般環境（条件Ｇ）においては、空中線電力が平均電力で 20mW 以下の無線局
については、仮に無線局の全出力が身体のごく一部に吸収される場合でも、局所
SAR の電波防護指針を満たしており、評価の必要性はないものと考えられる。ま
た、管理環境（条件Ｐ）においては、空中線電力が 100mW以下の無線局について
は、評価の必要性がないものと考えられる。 
 
（根拠） 
  2W/kg（条件Ｇ）の指針値を 10g当たりの電力で考えると 20mW、 
  10w/kg（条件Ｐ）の指針値を 10g当たりの電力で考えると 100mW。 
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付録１ 局所吸収指針の背景・根拠 
 
１．低電力放射源に関する指針見直しの背景 

従来の防護指針では、携帯無線機等に関係するものとして「100kHzから 3GHz
までの周波数において定格出力 7W以下の電磁放射源に関しては、通常の使用状
態では基礎指針を満たすものと考えられ、管理指針及び他の補助指針での評価を
要しない。」という低電力の電磁放射源に関する指針（補助指針(4)）が定められ
ていた。 
その根拠は、800MHz 帯の携帯無線機を用いた頭部モデル実験では通常の使

用距離で基礎指針４(a)の局所 SAR8W/kg以下を満たしており、また、均質球モ
デルによる 3GHzまでの実験によれば周波数 3GHz以下でアンテナから 7cm以
上の距離ならば基礎指針 4(a)を満たしている、というものであった。 
アンテナと人体の距離を 7cm未満に近づけても、周波数が 3GHzより低い場
合や通話が短時間の場合、さらには定格出力を 7Wより低く抑えた場合には、基
礎指針 4(a)を超えないようにすることができる。しかし、この点について旧指針
(1990)では注意を喚起するにとどまり、具体的な記述ができなかった。 
近年の携帯電話端末の小型化と普及は、当時とは全く異なる状況を生んでいる。

そのため、従来の低電力放射源に関する指針は、現在は適用困難な状況になって
いる。 
一方、米国 ANSIでは、諸外国の研究成果に基づくドシメトリ分野や生物学的

分野における新たな知見等を踏まえ、1992年に大幅な改定を行い（ANSI/IEEE 
C95.1(1992)）、低電力機器について 450MHz 以上では周波数に応じて出力を下
げることで、電磁放射源と人体の距離 2.5cm まで適用可能な除外条項を定めて
いる。さらに、旧版の ANSI勧告とは異なり、管理環境と非管理環境の２段階と
し、非管理環境では出力の上限を管理環境の 1/5にしている。現在の携帯電話は、
これまでの研究により基礎指針 4(a)の 1/5の値を満たすとされている。 
しかしながら、アンテナと人体の距離が数 cm以下になると、アンテナと人体
との結合状態が携帯電話端末の機種ごとに大きく異なり、一般的に論じることが
困難となる。そこで、最近の SAR測定技術の進歩に伴い、機種ごとに局所 SAR
を直接チェックする方法が各国で検討され、強制規格として採用される動きがあ
る。 
以上の理由から、我が国でも補助指針(4)にかわり、管理指針の中での局所 SAR
による指針を早急に整備する必要がある。 

 
２ 局所吸収指針の新設と指針の新しい構成 

従来の低電力放射源に関する指針（補助指針(4)）を削除し、新たな項目とし
て局所 SAR に基づいた指針「局所吸収指針」を新設する。これは補助指針(4)
よりも広範囲の内容を持つので、従来の管理指針（電磁界強度指針・補助指針）
と並立する項目として位置づけされる。 
また、今回新たに導入される「局所吸収指針」においても、一般の利用者に対
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して、より高い安全率を考慮してきている従来の管理指針においての考え方（条
件Ｇ）と同様に、対象者カテゴリーを二つ（管理環境・一般環境）に分ける。（図
８） 

 

 
図８ 電波防護指針の構成（改正案） 
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３ 「局所吸収指針」の根拠 
 (a) 管理環境 
 <1>の根拠 

従来の指針の基礎指針１及び IRPA/INIRC(1988)における職業的ばく露
での基本制限値の全身平均 SARに関する指針値と同じ値である。 

 
 <2>の根拠 

局所 SAR に関して、基礎指針では注意事項として「任意の組織 1g 当た
りの SAR（６分間平均値）が 8W/kg（体表と四肢では 25W/kg）を超えな
いことが望ましい。」としていた。しかし、基礎指針の内容が、具体的に適
用される状況においては、計測技術との整合性を考慮する必要がある。 
平成８年４月に国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）により示された
『携帯電話に関する健康問題』についての声明において、ICNIRPは任意の
組織 1gのブロックでの高分解能計測が必要であるという根拠は明確でなく、
身体組織の熱拡散を考慮すれは、任意の組織 10g のブロックの方が生理学
的な意味からも、計測上の選択肢の広さからも望ましいと結論している。 
なお、動物実験等を含む各種の研究が ICNIRP の指針値に基づいて行わ

れているが、この指針値以下の電磁波のレベルでがんを含めて健康への悪影
響が生じるとの科学的な証拠は示されていない。 
以上より、ICNIRPの声明で勧告されている局所 SAR指針値を局所吸収

指針値に用いた。 
さらに、最近の研究によれば、携帯電話の使用時において、表皮を除く組

織 1gあたりの平均した局所 SARの最大値（基礎指針の体表を除いた 1g平
均の値）と、体表も含めた頭部全体での任意の 10g の組織で平均した局所
SARの最大値（局所吸収指針の四肢を除く 10g 平均の値）はほぼ同程度で
あることが明らかにされている。 
したがって、今回の修正に係る数値は、従来の防護指針値の数値と本質的

な差はないものといえる。 
なお、局所 SARに関する評価は、携帯電話端末のように身体に密着して

使用する機器の場合には必須のものであり、本質的に差異のない限りにおい
て、指針値の国際的な整合を図ることは、計測技術に関する研究体制の確保、
機器の国際的な自由流通を促進する視点からも、重要視されるべきである。 

  <3>の根拠 
基礎指針３の周波数 100kHz～100MHzまでの指針値である。 

 
 (b) 一般環境 

一般環境では、防護指針に照らした管理が十分になされていない等の状況が
含まれる。一般環境では、このような使用者、使用状況のばらつきも考慮し、
管理指針に比べて電力・SARで 1/5倍（電流で 1/√5=1/2.24倍）の安全率を
付加的に考慮した。ICNIRPの指針・声明などでも、一般公衆のばく露限界を
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職業的なばく露に比べて同じ電力・SAR で 1/5 倍の付加的な安全率をもうけ
ている。 

  <1>の根拠 
    管理環境に比べ、SARで 1/5倍の安全率を考慮した。 
 
  <2>の根拠 
    管理環境に比べ、SARで 1/5倍の安全率を考慮した。 
 
  <3>の根拠 
    管理環境に比べ、電流値で 1/2.24倍の安全率を考慮した。 
 
 
４．「局所吸収指針の適用範囲」についての補足 
「電磁放射源（アンテナ）や金属（筐体等）と人体の距離が、周波数 300MHz
未満で 20cm以内、周波数 300MHz以上 3GHz未満で 10cm以内」というのは、
もともと電磁界強度指針及び補助指針の方の測定距離の限界に由来するもので
ある。これは、波長及び測定用アンテナや測定プローブのサイズに依存している。 
携帯電話等の場合、たとえ微少プローブを用いてごく近傍の電磁界を測定した
としても、人体が数 cmまで近づいたときと放射条件が異なるので、電磁界測定
による正確なばく露評価は困難となる。 

 
 
（参考） 基礎指針 
 (1)全身平均 SARの任意の６分間平均値が、0.4W/kg以下であること。 
 (2)10kHz から 100kHz までの周波数では、組織内の誘導電流密度が

0.35×10-4f[Hz]mA/cm2以下（平均時間＜１秒間） 
 (3)10kHz から 100kHz までの周波数では、接触電流などの体外から

の流入電流が 10-3f[Hz]mA以下（平均時間＜１秒間）であること。ま
た、100kHzから 100MHz間での周波数では、100mA以下（平均時
間６分間）であること。 

 (4)上記の(1)、(2)及び(3)に加え、次の点に関して注意事項として考慮
すること。 

 (a) 平均電力 SARの任意の６分間平均値が 0.4W/kg以下であって
も、任意の組織 1g当たりの SAR（６分間平均値）が 8W/kg（体
表と四肢では 25w/kg）を超えないことが望ましい。 

(b) 3GHz以上の周波数においては、眼への入射電力密度（６分間
平均値）が 10mW/cm2以下であることが望ましい。 
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付録 ２ 
 

略 語 等 
 
ANSI(American National Standards Institute) 
「米国規格協会」 

米国内の各種自主規格の作成作業を調整する機関であり、国際標準化活動にお
いて米国を代表している。 

 
ICNIRP(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 
「国際非電離放射線防護委員会」 

国際非電離放射線防護委員会は、1992年 5月に国際放射線防護委員会（IRPA : 
International Radiation Protection Association）によって設立された独立組織
であり、電界、磁界、電波、紫外線より波長の長い全ての光、可聴音を除く音波
の人体安全性に関して、社会的な配慮を排除して純粋に科学的な立場から安全性
と検討し勧告を行うことを任務とした組織である。ICNIRPは IRPAの他、世界
保健機構（WHO）等と協力して活動している。 

 
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
「米国電気電子技術者協会」 

米国及び世界の電気電子工学の研究を促進する目的で設立された、世界最大の
技術者団体。 

 
CENELEC(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) 
「欧州電気標準化委員会」 

欧州における電気分野の統一的な標準作りを行っている組織。 
 

FCC(Federal Communications Commission) 
「連邦通信委員会」 

米国の有線及び無線通信（国が運用するものを除く）を管理する独立行政機関。 
 

WHO(World Health Organization) 
「世界保健機関」 

保健衛生の分野を担当する国連の専門機関。 
各国の国民の健康・環境影響等に関して、専門家の国際的研究の見解を集大成

した、環境保健クライテリア（EHC : Environmental Health Criteria）等の一
連の文書を刊行している。 
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